平成21年5月26日
　厚生労働大臣

　　　舛添要一　　様

日本ホームヘルパー協会　　
　会長　　因　利恵　　
新型インフルエンザ対応に関する要望書

　日ごろより日本ホームヘルパー協会の活動に、ご理解ご指導を賜り深く感謝申し上げます。

　メキシコに端を発した、新型インフルエンザに対応するため、省内挙げてご尽力されていますことに感謝申し上げます。

　この件に関し、「社会福祉施設等の対応について」（訪問介護サービスを含む）（厚生労働省、5月16日、20日　各都道府県事務通知）によると、短期入所、通所施設等において、臨時休業を行う場合の当面の対応として、「訪問介護事業者等が代替サービスを提供すること」と指導されているところです。

　しかしながら、本指導については、以下のことを懸念していますので、ご一考いただき早急にご対応いただけますようお願い申し上げます。

　また、今回は弱毒性とのことですが、これをきっかけに強毒性感染症等の発生を想定し、訪問介護サービス等の対応いついても整備する必要があると考えておりますので、ご検討方よろしくお願いします。

１．訪問介護サービス提供時のマスク・エプロン・手袋の着用、前後の手洗い・うがい等が求められていますが、現在のところ、マスクや消毒薬の入手が大変困難となっています。利用者と訪問介護員の安全を守るために、優先的な割当（経費負担を含む）をお願いいたします。また、利用者本人や家族が罹患している居宅へ訪問する必要がある場合の防御服等の割当についても同様にご配慮をお願いいたします。

２．訪問介護員が濃厚接触者として自らが気付かぬままに他の利用者に感染させてしまった場合の免責、また、訪問介護事業所を閉鎖した場合の利用者保護や免責についてご一考をお願いいたします。

３．訪問介護事業所の多くは、訪問介護員の不足という問題を抱えており、短期入所、通所施設等が臨時休業した場合、体制上の問題から、利用希望者を全て受け入れられないおそれがあります。当該サービス利用者の在宅生活を守るために入所・通所施設等が出張サービスを行う、または職員を一時的に訪問介護員として活用できるような柔軟な対応が求められます。また、利用者の状態に応じ、緊急性のない利用者の訪問を見合わせる等の弾力的な取扱いが可能となるよう、優先性の判断や手続きについて基準を示す等、関係者に指導いただけますようお願いいたします。

４．都道府県通知の中には、訪問介護の代替サービスについて、「利用者の生命等の危険にさらされるおそれがある場合」、「日常生活に著しい支障が生じる場合」等と記されています。代替サービスの実行については、訪問介護事業者が保健所や保険者などからの指導のもと、関係機関と適切に連携しながら行えるよう、判断の所在や手続きについてマニュアルの整備等、関係者に指導いただけますようお願いいたします。
